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１【提出理由】

 当社は、平成27年８月14日開催の取締役会において、当社を存続会社として、当社の特定子会社かつ完全子会社であ

る八幡証券株式会社を消滅会社とする吸収合併（以下、本合併という。）を行うことを決議するとともに、同日付で合

併契約書を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条

第２項第３号及び第７号の３の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１.特定子会社の異動に関する事項

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく報告）

(1) 当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

名称 八幡証券株式会社

住所 広島県広島市中区大手町三丁目１番９号

代表者の氏名 代表取締役社長 蓮沼 彰良

資本金 2,000百万円

事業の内容 金融商品取引業
 

 

(2) 当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議

決権に対する割合

① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前 6,327個

異動後 ‐個（本合併により消滅）
 

 
② 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合

異動前 100％

異動後 ‐％（本合併により消滅）
 

 

(3) 当該異動の理由及びその年月日

異動の理由
当社が、当社の特定子会社かつ完全子会社である八幡証券株式会社を吸収合併
することにより、同社が消滅することによるものであります。

異動の年月日 平成28年２月１日（本合併の効力発生日）
 

 
２．本合併に関する事項

（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の３の規定に基づく報告）

(1) 本合併の相手会社についての事項

① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 八幡証券株式会社

本店の所在地 広島県広島市中区大手町三丁目１番９号

代表者の氏名 代表取締役社長 蓮沼 彰良

資本金の額 2,000百万円

純資産の額 6,477百万円

総資産の額 8,247百万円

事業の内容 金融商品取引業
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② 最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

単位：百万円

決算期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期

営業収益（売上高） 1,008 1,517 1,216

営業利益 95 419 228

経常利益 124 469 249

当期純利益 106 2,502 242
 

 

③ 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

名称 発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合（％）

藍澤證券株式会社 100
 

 （注）自己株式を控除して計算しております。

 
④ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 当社は八幡証券株式会社の自己株式を除く全株式を所有しております。

人的関係
当社の取締役3名が八幡証券株式会社の取締役に、当社の経理部長が同社の監
査役にそれぞれ就任しております。

取引関係 金銭貸借、経営管理、外国株式注文の取次ぎをしております。
 

 

(2) 本合併の目的

広島県、山口県に営業拠点を置く八幡証券株式会社と合併することにより、同地区でのお客様満足度の一層

の向上を目指すとともに、両社の保有する経営資源を補完的に活用し、経営基盤をさらに強固なものにするこ

とで企業価値の向上を目指してまいります。

 

(3) 本合併の方法、本合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容

① 本合併の方法

当社を存続会社とする吸収合併方式で、八幡証券株式会社は解散いたします。

② 本合併に係る割当ての内容

八幡証券株式会社は当社の完全子会社であるため、本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併

交付金の支払いはありません。

③ その他の本合併契約の内容

（本合併の日程）

合併承認取締役会      平成27年８月14日

合併契約締結日        平成27年８月14日

合併効力発生日        平成28年２月１日

（注）本合併は会社法第796条第２項に定める簡易合併並びに同法第784条第１項に定める略式合併の規定によ

り、当社及び八幡証券株式会社において合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであ

ります。

 

(4) 本合併に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。
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(5) 本合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

商号 藍澤證券株式会社

本店の所在地 東京都中央区日本橋一丁目20番３号

代表者の氏名 代表取締役社長 藍澤 基彌

資本金の額 8,000百万円

純資産の額 未定

総資産の額 未定

事業の内容 金融商品取引業
 

 

以 上
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